


別紙 

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱 

第
一 
特
別
加
入
制
度
へ
の
加
入
要
件
の
改
正 

一 

家
内
労
働
者
に
つ
い
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
に
規
定
す
る
有
機
溶
剤
等
を
用
い
て
行
う
作
業
等
に
従
事
す
る
こ

と
を
特
別
加
入
制
度
へ
の
加
入
要
件
と
し
て
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
、
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規

則
及
び
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。 

二 

中
小
事
業
主
等
に
つ
い
て
、
特
別
加
入
の
対
象
と
な
る
者
が
特
別
加
入
制
度
へ
の
加
入
前
に
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則

に
規
定
す
る
有
機
溶
剤
業
務
等
に
従
事
し
て
い
た
場
合
に
は
必
要
に
応
じ
て
加
入
時
に
健
康
診
断
結
果
証
明
書
等
の
提

出
等
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
、
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
及
び
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規

則
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。 

第
二 

施
行
期
日 

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


